
 

  

山口市産業交流拠点施設移転に伴う引越業務仕様書 

 

１ 名 称  

山口市産業交流拠点施設移転に伴う引越業務請負 

  

 ２ 業務概要 

   （公財）やまぐち産業振興財団の事務所移転に伴う引越作業の実施 

 

３ 移転元（現事務所） 

山口市熊野町１－１０ ＮＰＹビル１０階、８階、６階 

 

４ 移転先（新事務所） 

山口市小郡令和１丁目１番 1号 山口市産業交流拠点施設 ４階、２階 

 

５ 移転スケジュール 

令和３年６月１８日（金）ＰＭ 搬出開始 

令和３年６月１９日（土）９：００～１７：００ 終日作業 

令和３年６月２０日（日）９：００～１７：００ 終日作業 

   （遅くとも１７:３０までに作業完了させること） 

 

 ６ 移転物品及びレイアウト 

   物品…別紙１のとおり 

   レイアウト（移転元）…別紙２のとおり 

   レイアウト（移転先）…別紙３のとおり 

   ※別紙２について移転元６階のレイアウト図は添付なし(６階の移転物品は

コピー機のみ) 

※移転時までに多少の変更あり 

   

 ７ 引越業務における必要事項、連絡事項等 

  （１）作業人員 

     各日作業責任者２人、作業スタッフ３０人以上を配置すること。 

  （２）車両 

     ４tトラック２台、２tトラック２台以上（計４台以上）を使用するこ

と。 

  （３）荷物梱包、開梱 

     荷物の段ボールの箱詰め、移転ラベルの貼付け、移転先での開梱等は委

託者（やまぐち産業振興財団）が実施する。 

  （４）養生 

     移転元、移転先の養生を実施すること。詳細は別途指示に基づく。 

  （５）什器等の解体・組立 

     什器や大型の机等の解体や移転先の組み立て作業を実施すること。 

  （６）準備物 



 

  

     ダンボール、ラベル等の引越しに必要なものを準備すること。 

 

８ 業務実施にあたっての留意事項   

(１) 業務全体を管理・統括する責任者を置くこと。財団との連絡は原則とし

て、この統括責任者を通して行うものとし、メール及び電話による問い合

わせを可能とすること。 

(２) 本業務に関する打合せ協議を必要に応じて随時行うものとする。 

(３) 本業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、または本業務以外の

目的に使用してはならない。本業務終了後においても同様とする。 

(４) 受託者は、本業務の履行にあたり、受託者の行為が原因で利用者その他の

第三者に損害が生じた場合には、その賠償の責めを負うものとする。  
 

９ その他 

本仕様書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、受託者と財団の

協議により、決定することとする。 



別紙1

引越し物品リスト

No 物品名 数量 備考

1 デスク 26

2 イス 20

3 役員デスク 2

4 役員イス 1

5 傍机 6

6 長テーブル 2

7 ブーステーブル 7

8 ブースイス 28

9 会議室イス 50

10 応接セット 1

11 丸イス 10

12 ＰＣ 100

13 カタログラック 3～4

14 書類棚（高） 40～50

15 書類棚（低） 20～30

16 更衣ロッカー 15

17 書類（段ボール） 2,000～3,000

18 冷蔵庫 1

19 テレビ 3～4

20 金庫 1

21 サーバー 1

22 スチールラック 5

23 複合機 5

24 紙折機 1

25 プロジェクター 4

26 プロジェクタースクリーン 2

27 ホワイトボード 2

28 シュレッダー 2
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 ミニ打合せ
 スペース（5席分）

 書庫・サーバールーム

 会議室
 更衣室

 倉庫

 ﾘﾌﾚｯｼｭ／非常出口

 役員室

 応接室  相談室  相談室  相談室  相談室
 相談室

 相談室

 相談室

 受付
 無人

 4階 4階
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